
令和３年度普及指導活動外部評価の実施について 

（農業技術センター横浜川崎地区事務所及び三浦半島地区事務所） 

 

１ 目的 

効果的で的確な普及指導活動を実施するため、農業関係団体、先進的な農業者、大学関

係者等の外部有識者による評価委員から意見を聴取する外部評価を実施し、その結果を普

及指導活動に反映する。 

 

２ 評価対象の普及部所及び課題 

課題は令和２年度普及指導計画の重点課題から選択した１課題とする。 

（１）農業技術センター横浜川崎地区事務所 

課題 ハダニ難防除ナシ園へのＩＰＭ防除技術の普及 

（２）農業技術センター三浦半島地区事務所 

課題 農業後継者の育成 

 

３ 評価方法と評価の流れ 

（１）外部評価は、書面により開催する。 

（２）農業技術センター所長は、令和３年 10 月８日(金)までに評価委員に対象課題の資料

を送付し、評価対象の普及部所は、必要に応じて農業者の評価委員に対象課題の説明を

行う。 

（３）評価委員は、対象課題に関して必要に応じて質問等を行い、普及部所長が書面により

回答する。 

（４）評価委員は、「神奈川県協同農業普及事業活動要領」に定める外部評価表（様式４）

により、令和３年 12月 10 日(金)までに評価を行う。 

（５）総括を行う評価委員は、令和４年１月 14 日(金)までに対象課題ごとに各評価を検討

して総合評価を決定し、オンラインによる講評を行う。 

（６）普及部所長は、評価結果に対する改善策や反映状況等（様式５）を令和４年１月 31

日(月)までに作成し、農業技術センター所長へ提出する。 

（７）上記に係る事務は、農業技術センター企画経営部が行う。 

  



 

４ 評価委員 

（１）農業技術センター横浜川崎地区事務所 

 分 野 氏 名 備 考 

ア 先進的な農業者 白井 正壽 セレサ川崎農業協同組合果樹部部長 

イ 若手農業者 豊田 真寛 
若手ナシ生産者研究グループ（なし屋の

会）会員 

ウ 学識経験者 星野 康人 

ホシノ・アグリ・コミュニケーション研究

所代表、農業マーケティングコンサルタン

ト  

評価の総括を行う 

エ 農業関係団体 由良 竜一 
神奈川県農業協同組合中央会 

営農企画部部長 

 

 

（２）農業技術センター三浦半島地区事務所 

 分 野 氏 名 備 考 

ア 先進的な農業者 小林 誠 三浦半島地区農業経営士会会長 

イ 女性農業者 金子 誠子 ふるさとの生活技術指導士 

ウ 学識経験者 星野 康人 

ホシノ・アグリ・コミュニケーション研究

所代表、農業マーケティングコンサルタン

ト  

評価の総括を行う 

エ 農業関係団体 由良 竜一 
神奈川県農業協同組合中央会 

営農企画部部長 

 

５ 評価委員に送付する資料 

（１）神奈川県協同農業普及事業の実施に関する方針（平成 28 年３月改定） 

（２）神奈川県協同農業普及事業活動要領（平成 28 年４月１日改定） 

（３）普及指導基本計画（令和２年３月一部改正） 

（４）対象課題の普及指導計画及び実績  

（５）対象課題概要（評価対象課題概要様式） 

（６）対象課題の説明資料（15 分程度の音声付きパワーポイント） 

なお、（１）～（４）は企画経営部が準備し、（５）及び（６）は評価対象の普及部所

長が作成し、令和３年９月 10 日(金)までに企画経営部長へ提出する。 

  



令和３年度普及指導活動外部評価の実施について 

（畜産技術センター） 

 

１ 目的 

効果的で的確な普及指導活動を実施するため、農業関係団体、先進的な農業者、大学関

係者等の外部有識者による評価委員から意見を聴取する外部評価を実施し、その結果を普

及指導活動に反映する。 

 

２ 評価対象の普及部所及び課題 

畜産技術センター 

計画的な繁殖による後継牛の確保支援 

 

３ 評価方法と評価の流れ 

（１）外部評価は、書面により開催する。 

（２）農業技術センター所長は、令和３年 10 月８日(金)までに評価委員に対象課題の資料

を送付し、畜産技術センターは、必要に応じて農業者の評価委員に対象課題の説明を行

う。 

（３）評価委員は、対象課題に関して必要に応じて質問等を行い、畜産技術センター所長が

書面により回答する。 

（４）評価委員は、「神奈川県協同農業普及事業活動要領」に定める外部評価表（様式４）

により、令和３年 12月 10 日(金)までに評価を行う。 

（５）総括を行う評価委員は、令和４年１月 14 日(金)までに対象課題ごとに各評価を検討

して総合評価を決定し、オンラインによる講評を行う。 

（６）畜産技術センター所長は、評価結果に対する改善策や反映状況等（様式５）を令和４

年１月 31日(月)までに作成し、農業技術センター所長へ提出する。 

（７）上記に係る事務は、農業技術センター企画経営部が行う。 

  



４ 評価委員 

畜産技術センター 

 分 野 氏 名 備 考 

ア 先進的な農業者 萩原 忠夫 
伊勢原市畜産会会長 

伊勢原市畜産会畜産環境対策研究会会長 

イ 女性農業者 田中 真紀子 
かながわの畜産に携る女性ネットワーク会

長 

ウ 学識経験者 星野 康人 

ホシノ・アグリ・コミュニケーション研究

所代表、農業マーケティングコンサルタン

ト  

評価の総括を行う 

エ 農業関係団体 由良 竜一 
神奈川県農業協同組合中央会 

営農企画部部長 

 

５ 評価委員に送付する資料 

（１）神奈川県協同農業普及事業の実施に関する方針（平成 28 年３月改定） 

（２）神奈川県協同農業普及事業活動要領（平成 28 年４月１日改定） 

（３）普及指導基本計画（令和２年３月一部改正） 

（４）対象課題の普及指導計画及び実績  

（５）対象課題概要（評価対象課題概要様式） 

（６）対象課題の説明資料（15 分程度の音声付きパワーポイント） 

なお、（１）～（４）は企画経営部が準備し、（５）及び（６）は畜産技術センター所

長が作成し、令和３年９月 10 日(金)までに企画経営部長へ提出する。ただし、（６）は

音声の無い読み原稿付きを提出し、音声は畜産技術センターが別途入力する。 

 


